
商業活性化推進事業補助金の企業ごとの金額

(1)商店街活性化イベント事業

No 団体名
総事業費

（円）
補助対象経費

（円）
補助額
（円）

1 団体Ａ 234,498 186,773 93,387

2 団体Ｂ 393,174 364,050 150,000

3 団体Ｃ 156,162 144,596 77,298

4 団体Ｄ 432,658 120,265 60,132

5 団体Ｅ 876,267 565,500 150,000

6 団体Ｆ 331,560 307,000 150,000

7 団体Ｇ 1,049,572 611,518 150,000

8 団体Ｈ 338,060 311,500 150,000

合計 3,811,951 2,611,202 980,817

(2)商業連携広域イベント事業

No 団体名
総事業費

（円）
補助対象経費

（円）
補助額
（円）

1 Ａ実行委員会 2,045,112 1,822,882 800,000

2
Ａ協議会
Ｂ実行委員会

3,553,486 3,290,265 250,000

合計 5,598,598 5,113,147 1,050,000

(3)中心市街地活性化イベント事業

No 団体名
総事業費

（円）
補助対象経費

（円）
補助額
（円）

1 Ｃ実行委員会 327,482 290,666 145,333

合計 327,482 290,666 145,333

(4)商店街巡りツアー事業

No 団体名
総事業費

（円）
補助対象経費

（円）
補助額
（円）

1 実績無し

補助額合計
（円)
2,176,150

商店街等の団体が、商店街の活性化のために地域と一体となって実施する商店街活性化イベント
事業に要する経費の一部を補助する。（補助率 １/２以内、補助限度額 １５万円）

商店街等の団体で構成する実行委員会（協議会等含む）が、商業の活性化のために地域と一体と
なって実施する広域（複数商店街区域にまたがる地域）イベント事業に要する経費の一部を補助す
る。
（補助率 １/２以内、補助限度額　８０万円但し既存事業は５０万円）

商店街等の団体、大学、市民団体等で構成する実行委員会（協議会等含む）が、中心市街地区域
（旧中心市街地活性化基本計画（平成２０年３月１２日認定）に定める中心市街地の区域）の商業の
活性化の為に地域と一体となって実施するイベント事業に要する経費の一部を補助する。（補助率
１/２以内 補助限度額 １５万円）

商業の活性化のために、市民等を対象にした市内商店街を巡るツアー事業に要する経費の一部を
補助する。
（補助率 １/２以内　補助限度額 ５万円）
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